
様式第２号（第２条関係） 

委託業務に係る随意契約締結結果の内容及び理由書 

 

担 当 課 保健予防課 

委 託 業 務 名 
令和４年度 新型コロナウイルス感染症に関する受診・相談センター対

応等業務に係る労働者派遣 

委託業務場所 大津市浜大津四丁目１番１号 

概 要 

新型コロナウイルス感染症に関する受診・相談センター対応等業務に

係る労働者派遣（専門職） 

１．受診・相談センターでの電話相談対応業務 

 受理した相談や質問に対し、適切に回答する。また、医療機関 

への受診が必要とされた場合、その調整を行う。 

２．健康観察業務 

 対象者に対し、架電等にて健康状況を聴取し、所定の資料にそ 

の概要を記入する。 

３．疫学調査業務 

対象者に対し、架電等にて行動歴等を調査し、保健所内での協議 

等を経て決定した濃厚接触者及び検査対象者等に対し、その旨を報 

告し、検査等の受検への協力を依頼する。 

契 約 期 間 令和 ４年 ４月 １日から  令和 ４年 ９月３０日まで 

契 約 年 月 日 令和 ４年 ４月 １日 

契 約 金 額  １９，３０８，６９６円 

契約の相手方 

〔所在地〕京都市下京区四条烏丸東入ル長刀鉾町８番地 京都三井ビル

ディング５階 

〔名 称〕㈱メディカル・コンシェルジュ 京都支社 

契約相手方の 

選 定 理 由 

新型コロナウイルス感染症に関する受診・相談センター対応等業務の

円滑な運営を図るため、これまでの大津市においての業務及び相談スキ

ルを継承し、業務水準を堅持する必要がある。ついては、業務の履行に

あたり、日々の制度改正ごとに大津市の状況に合わせて構築された、独

自の手法やノウハウに精通した者に履行させる必要がある。その上、受

診・相談センターは日々運営され、休止することが許されないことから、

業務の継続性が必要である。 

そういった中、上記事業者は、令和２年度に労働者派遣に係る契約を

締結して以降、積極的疫学調査をはじめとする新型コロナウイルス対応

業務にあたり、これまで大津市保健所にて蓄積した多くのスキルや対応

方針について、綿密に派遣職員と共有してきた。また、可能な限り同じ

派遣職員を、一定の期間継続して配属させていることから、派遣職員の
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上記業務の習熟度は高く、本市の手法やノウハウに精通している。 

そして、複雑・多岐にわたる上記業務の習得には相当の期間を要する

ため、他の事業者から新たに派遣職員を受入れ、体制の再構築を図ると、

保健所体制の更なるひっ迫は免れず、業務の停滞を招きかねない。 

これらの理由から、前年度の契約締結事業者である上記事業者を、随

意契約の相手方に選定する。 

根 拠 規 程 

地方自治法施行令第 167条の 2第 1項 

 

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品

の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払い

その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをする

とき。 

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見

込みのあるとき。 

   （注意） １ 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。 

２ 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 3号及び第 4号を根拠とする政策

随意契約については、別途公表をしています。  

 


